
品川区乳幼児ショートステイ事業実施要綱 

 

制定 令和４年４月１日 区長決定 

要綱第１３３号 

改定 令和 5 年４月１日 区長決定 

要綱第１２０号 

改定 令和 8 年４月１日  区長決定 

要綱第 ６９号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、乳幼児（生後５日から４歳未満までの者をいう。以下同じ。）の保

護者または現に乳幼児を養育する者（以下「保護者等」という。）が、疾病等により、当

該乳幼児を一時的に養育することが困難になった場合に、当該乳幼児を品川区（以下

「区」という。）が指定する児童福祉施設（以下「施設」という。）で短期的に養育するこ

とにより、区民の子育て支援と児童福祉の向上を図ることを目的とする。 

（事業） 

第２条 区は、前条に規定する目的を達成するため、品川区乳幼児ショートステイ事業

（以下「本事業」という。）を行う。 

（事業を行う者） 

第３条 区は、本事業の実施について、区長が別に定める者（以下「事業者」という。）

に委託する。 

（事業内容） 

第４条 本事業は、保護者等が身体上、精神上または環境上の理由により、その家庭にお

いて乳幼児の養育をすることが一時的に困難になった場合に、区が施設で宿泊を伴う養育

を行うものとする。 

２ 区は、前項の養育中において乳幼児に係る事故または病気が生じた際は、医療機関へ

の通院その他必要と認められる処置を行うものとする。 

（対象者） 



第５条 本事業の対象となる乳幼児は、保護者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ他

に養育する者がいない乳幼児とする。 

⑴ 疾病により入院または療養する場合 

⑵ 出産により入院または療養する場合 

⑶ 家族の看護・介護に従事する場合 

⑷ 育児疲れ、育児不安など身体上または精神上の事由を有する場合 

⑸ 冠婚葬祭等に出席する場合 

⑹ 仕事において宿泊を伴う出張をする場合 

⑺ 事故または災害にあった場合 

⑻ その他区長が特に必要があると認められた場合 

（利用期間等） 

第６条 本事業を利用できる期間は、１回につき７日間までとする。ただし、区長がやむ

を得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。 

（利用回数） 

第７条 本事業の利用回数は、同一人につき、月２回以内とする。ただし、区長が特に必

要と認めるときは、この限りでない。 

（定員） 

第８条 本事業の利用定員は、１日の上限数を、４名とする。 

（利用の申込み） 

第９条 養育を受けようとする乳幼児の保護者等（以下「申込者」という。）は、区長に

対し品川区電子申請サービスによる申請（以下「電子申請」という。）を行わなければな

らない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、品川区乳幼児ショート

ステイ利用申込書（第１号様式）により申し込むことができるものとする。 

２ 前項の電子申請を行う場合には、次に掲げる事項を入力しなければならない。 

⑴ 申請者に関する情報（氏名、住所、電話番号、乳幼児との続柄） 

⑵ 乳幼児に関する情報（氏名、性別、生年月日、体重） 

⑶ 希望する利用日程 



⑷ 利用を希望する理由 

⑸ その他、区長が必要と認める事項 

（利用の決定） 

第１０条 区長は、前条の申し込みを受け付けたときは、その内容を審査のうえ   利用

の可否を決定し、利用の決定を受けた者（以下「利用決定者」という。）に対し、品川区

乳幼児ショートステイ事業利用決定通知書（第２号様式）により、利用不可の決定を受け

た者に対し、品川区乳幼児ショートステイ利用不可決定通知書（第３号様式）により、通

知する。なお、利用決定者が利用日程を変更し、または利用を  辞退したことにより空き

枠が生じた場合は、審査により 決定した優先順位に応じて利用することができるものと

する。  

（利用日程の変更） 

第１１条 利用決定者が利用の日程変更の申込みをする場合、区長に対し電子申請を行わ

なければならない。ただし区長がやむを得ない理由があると認めたときは、品川区乳幼児

ショートステイ利用日程変更申込書（第４号様式）により申し込むことができるものとす

る。 

２ 前項に規定する日程変更の申し込みは、第１０条の規定により決定された日程の範囲

内で行うものとする。 

３ 第１項の申し込みを電子申請により行う場合は、次に掲げる事項を入力しなければな

らない。 

⑴ 利用決定者に関する情報（氏名、電話番号、住所） 

⑵ 乳幼児に関する情報（氏名、性別、生年月日） 

⑶ 入所予定の施設 

⑷ 利用予定日程 

⑸ 変更希望日程 

⑹ 変更理由 

⑺ その他、区長が必要と認める事項 

４ 区長は、第１項の申し込みを受けたときは、その内容を審査の上、品川区乳幼児ショ

ートステイ利用日程変更・取り消し通知書（第５号様式）により、利用決定者に通知す

る。 

（利用の辞退） 



第１２条 利用決定者が本事業の利用を辞退する場合には、直ちに 区に申し出なければ

ならない。ただし、利用決定者が申し出をしようとする場合において、当該期日が土、

日、祝日または１２月２９日から１月３日に該当するときは施設に直接辞退の申し出を行

うものとする。 

２ 前項の規定により申し出を受け付けた施設は、速やかに区へその旨を報告しなければ

ならない。 

（利用の制限） 

第１３条 区長または施設管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事

業の利用を拒むことができる。 

(1) 施設管理上支障があるとき。 

(2) 利用する乳幼児またはその乳幼児と同居する者が感染症等の疾患を有し、または

有するおそれがある場合 

(3) その他、施設の利用を不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定により利用の制限を行った施設管理者は速やかに区へその旨も報告を行わ

なければならない。 

（利用の取り消し） 

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を取り消

すことができる。 

(1)利用の決定を受けた乳幼児またはその保護者等が、利用の目的に反した行為をしたと

き。 

(2)利用の決定を受けた乳幼児またはその保護者等が、施設管理者の指示に従わなかったと

き。 

(3)事故、災害その他の理由により、乳幼児を施設で養育することができなくなったとき。 

２  前項の規定による取り消しを行った場合は、品川区乳幼児ショートステイ利用日程

変更・取り消し通知書（第５号様式）により、利用決定者に速やかに通知する。 

３ 前条第１項の規定による利用の制限を受けた場合は、前項の規定を準用して通知を行

う。 

（利用料） 

第１５条 利用決定者は、利用を開始する日の前日（当該期日が土日祝日または１２月２

９日から１月３日までに該当する場合にあっては前営業日を含む。以下「利用開始日の前



日」という。」）の午後５時までに、別表に掲げる利用料（以下「利用料という。）を区長に

支払うものとする。 

（利用料の還付） 

第１６条 利用決定者が、利用料を納付した後に第１１条第３項に規定する利用日程の変

更決定がなされた場合または第１２条第１項の規定に基づく利用の辞退を行った場合もし

くは区が第１３条第１項の規定に基づく利用の制限または第１４条第１項の規定に基づく

利用の取り消しを行った場合は、次の各号に従い利用決定者が納付した利用料を還付する

ものとする。 

⑴ 利用料を納付した後に第１１条第３項に規定する利用日程の変更決定がなされた場合

による利用料の還付を行うにあたっては、変更前後における差額分に相当する利用料を還

付する 

⑵ 第１２条第１項に規定する利用の辞退による利用料の還付を行うにあたっては、以下

に規定する額を還付する。 

 ア 利用開始日の前日の午後５時までに辞退の申し出をした場合 利用料の全額 

 イ 利用開始日の前日の午後５時から利用を開始する当日の利用開始時刻までに 辞退

の申し出をした場合 １日分の利用料を控除した利用料 

⑶ 第１３条第１項に規定する利用の制限または第１４条第１項に規定する利用の取り消

しによる利用料の還付を行うにあたっては、すでに利用した日数分の利用料を控除した利

用料を還付する。    

（損害の賠償） 

第１７条 乳幼児の保護者等は、利用中に乳幼児が施設の建物、附帯設備等を滅失し、ま

たはき損した場合に、相当と認められる額を事業者に賠償しなければならない。 

（事故等の対応） 

第１８条 事業者は、本事業の実施に係る事故が発生した場合は、区長に報告を行う。 

（報告） 

第１９条 区長は、事業者に対し、必要に応じ施設の利用状況等について報告を求めるこ

とができる。 

（委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の適用に必要な事項は、子ども未来部

長が別に定める。 



 

別表 利用料（第１５条関係） 

利用者の世帯 乳幼児ショートステイ事業の利用料 

（１日当たり） 

※利用時間の長短を問わず、日額料金が 

発生する。 
 

１ 生活保護受給世帯等 ０円 

２ 住民税非課税世帯（１の者を

除く。） 

１，５００円 
 

３ 上記以外の世帯 ３，０００円 

 

   付 則 

１ この要綱は令和８年４月１日から適用する。 

２ この要綱の適用の日以後の乳幼児ショートステイの利用について必要な手続きは、同

日前にも行うことができることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


